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所得割額（前年中の総
所得金額－基礎控除額
33万円）×率8.10％

　

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
制
度
は

75
歳
以
上
の
方
全
て
が
加
入
す
る

医
療
保
険
で
す
。　

　

平
成
27
年
度
の
住
民
税
額
確
定

に
伴
い
、「
平
成
27
年
度
保
険
料

決
定
納
入
通
知
書
」
を
７
月
中
旬

に
お
送
り
し
ま
す
。

　

ま
た
、
７
月
末
ま
で
に
新
し
い

保
険
証
を
自
宅
に
郵
送
し
ま
す
。

　

こ
の
保
険
証
は
保
険
に
加
入
し

て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
で

す
。
大
切
に
保
管
し
、
医
療
機
関

を
受
診
す
る
際
は
、
必
ず
お
持
ち

く
だ
さ
い
。

均等割額40,347円

保険料（年額）

＋
＝

　

被
保
険
者
一
人
一
人
に
掛
か
り

ま
す
。
一
人
当
た
り
の
保
険
料
額

は
、
そ
の
方
の
前
年
の
所
得
に
応

じ
て
ご
負
担
い
た
だ
く
「
所
得
割

額
」
と
、
被
保
険
者
の
全
員
が
均

等
に
ご
負
担
い
た
だ
く
「
均
等
割

額
」
の
合
計
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
所
得
が
低
い
方
の
負
担

を
減
ら
す
た
め
、
世
帯
の
所
得
に

応
じ
た
軽
減
措
置
が
あ
り
ま
す
。

　

保
険
料
の
金
額
、
計
算
方
法
、

軽
減
措
置
な
ど
に
つ
い
て
は
通
知

書
お
よ
び
同
封
の
チ
ラ
シ
で
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

　

た
だ
し
、
前
年
の
所
得
を
申
告

し
て
い
な
い
世
帯
は
、
軽
減
を
受

け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

原
則
、
年
金
か
ら
天
引
き
（
特

別
徴
収
）
と
な
り
ま
す
が
、
お
送

り
す
る
納
入
通
知
書
に
よ
り
、
納

付
方
法
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

１
年
更
新
の
た
め
、
毎
年
７
月

末
ま
で
に
お
送
り
し
ま
す
。

　

ま
た
、
保
険
証
に
記
載
の
負
担

割
合
（
医
療
機
関
窓
口
で
支
払
う

医
療
費
の
一
部
負
担
金
の
割
合
）

は
１
割
ま
た
は
３
割
で
、
現
役
並

み
所
得
者
の
方
は
、
３
割
と
な
り

ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

福
祉
課
国
保
医
療
係

☎
22
２
１
１
１
（
内
線
２
９
６
・

３
０
４
）

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
制
度

　

な
お
、
現
在
お
使
い
の
保
険
証

は
、
８
月
１
日
か
ら
使
用
で
き
な

く
な
り
ま
す
の
で
、
８
月
１
日
以

降
に
破
棄
し
て
く
だ
さ
い
。

保
険
料

保
険
証

75
歳
の

誕
生
日
を
迎
え
る
方

保
険
料
の
納
付

　

加
入
手
続
き
は
不
要
で
す
。
保

険
証
は
75
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
る

前
日
ま
で
に
自
宅
へ
郵
送
し
ま
す
。

　

ま
た
、
保
険
料
に
つ
い
て
は
、

誕
生
月
の
翌
月
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

保険料計算式 医療
保険

中
野
市
国
民
健
康
保
険
に

ご
加
入
の
70
歳
以
上
75
歳

未
満
の
方
へ

　

７
月
末
ま
で
に
「
国
民
健

康
保
険
高
齢
受
給
者
証
」
を

郵
送
し
ま
す
。
現
在
お
使
い

の
「
受
給
者
証
」
は
８
月
１

日
か
ら
使
用
で
き
な
く
な
り

ま
す
。

　

ま
た
、
国
民
健
康
保
険
の

保
険
証
は
、
９
月
末
ま
で
に

郵
送
し
ま
す
。
た
だ
し
、
保

険
税
に
滞
納
が
あ
る
と
き
は

郵
送
で
き
な
い
場
合
が
あ
り

ま
す
。

　

福
祉
医
療
費
給
付
金
と
は
、
左

表
の
方
を
対
象
に
、
医
療
費
の
自

己
負
担
額
の
一
部
を
給
付
す
る
も

の
で
す
。

　

福
祉
医
療
費
の
給
付
を
受
け
る

に
は
、
受
給
者
証
の
交
付
申
請
が

必
要
で
す
。
申
請
の
際
に
は
保
険

証
、
各
種
手
帳
（
身
体
障
害
者
手

帳
・
療
育
手
帳
・
精
神
障
害
者
保

健
福
祉
手
帳
）
印
鑑
、
通
帳
を
お

持
ち
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
本
年
４
月
よ
り
、
所
得

制
限
の
一
部
を
撤
廃
し
、
精
神
障

害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
１
級
・
２

級
の
方
お
よ
び
父
子
家
庭
の
方
全

員
に
対
し
給
付
範
囲
を
拡
大
し
て

い
ま
す
。
対
象
と
思
わ
れ
る
方
に

は
あ
ら
か
じ
め
申
請
書
を
送
付
し

て
い
ま
す
が
、
対
象
と
思
わ
れ
る

方
で
申
請
書
が
届
か
な
い
場
合
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

市
役
所
代
表
☎
22
２
１
１
１

乳
幼
児
等
に
関
し
て
…
子
育
て
課

子
ど
も
支
援
係
（
内
線
３
５
６
）

乳
幼
児
等
以
外
に
関
し
て
…
福
祉

課
厚
生
保
護
係
（
内
線
２
７
６
）

福
祉
医
療
費
給
付
金
制
度

医療費
区分 対象者 所得制限 給付範囲
乳幼児
等

０歳から中学校３年
生まで なし 外来・入院

心身
障がい
者等

身体障害者手帳
１級、２級、３級 なし 外来・入院

身体障害者手帳４級 所得税非課税世帯（本人
とその同一世帯員） 外来・入院

療育手帳 A1､ A2､ B1 なし 外来・入院

療育手帳 B2 特別障害者手当所得制限
に準じる 外来・入院

精神障害者保健福祉
手帳１級 「所得制限なし」に改正 外来のみ

精神障害者保健福祉
手帳２級 「所得制限なし」に改正 外来のみ

精神障害者保健福祉
手帳３級

市民税非課税世帯（本人、
本人の生計を維持する配
偶者または扶養義務者）

外来のみ

65歳以上国民年金別
表該当者（障害基礎
年金１級または２級
受給者）

なし 外来・入院

ひとり
親家庭
等

母子家庭の母子 なし 外来・入院

父子家庭の父子 「所得制限なし」に改正 外来・入院

父母のいない児童 なし 外来・入院
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臨
時
福
祉
給
付
金
・
臨
時
福
祉
商
品
券

特
別
弔
慰
金

弔慰金

給付金

　

消
費
税
率
引
き
上
げ
の
影
響
な

ど
を
踏
ま
え
、
所
得
の
低
い
方
へ

の
負
担
緩
和
な
ど
を
目
的
に
臨
時

福
祉
給
付
金
を
、
ま
た
生
活
支
援

を
目
的
に
臨
時
福
祉
商
品
券
を
合

わ
せ
て
支
給
し
ま
す
。　

　

次
の
全
て
の
要
件
を
満
た
す
方

が
対
象
で
す
。

○
平
成
27
年
１
月
１
日
に
お
い
て

本
市
の
住
民
基
本
台
帳
に
登
録

さ
れ
て
い
る
方

○
平
成
27
年
度
の
市
民
税
（
均
等

割
）
が
課
税
さ
れ
て
い
な
い
方

（
た
だ
し
、
市
民
税
（
均
等
割
）

が
課
税
さ
れ
て
い
る
方
の
扶
養

親
族
を
除
く
）

○
生
活
保
護
の
被
保
護
者
で
な
い

方

　

戦
後
70
周
年
を
迎
え
る
本
年
、

戦
没
者
な
ど
の
遺
族
の
方
に
対

し
、
国
と
し
て
弔
慰
の
意
を
改
め

て
表
す
る
た
め
、
第
10
回
特
別
弔

慰
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

支
給
内
容　

額
面
25
万
円　

５
年

償
還
の
記
名
国
債

支
給
対
象
者　

戦
没
者
な
ど
の
死

亡
当
時
の
ご
遺
族
で
、
平
成
27
年

４
月
１
日
（
基
準
日
）
に
お
い

て
、「
恩
給
法
に
よ
る
公
務
扶
助

料
」
や
「
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族

等
援
護
法
に
よ
る
遺
族
年
金
」
な

ど
を
受
け
る
方
（
戦
没
者
な
ど
の

妻
や
父
母
な
ど
）
が
い
な
い
場
合

に
、
次
の
順
番
に
よ
る
先
順
位
の

ご
遺
族
お
一
人
に
支
給
し
ま
す
。

⑴
平
成
27
年
４
月
１
日
ま
で
に
戦

傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法

に
よ
る
弔
慰
金
の
受
給
権
を
獲

得
し
た
方

⑵
戦
没
者
な
ど
の
子

⑶
戦
没
者
な
ど
の
①
父
母
、②
孫
、

③
祖
父
母
、
④
兄
弟
姉
妹
（
戦

没
者
な
ど
の
死
亡
当
時
の
生
計

関
係
の
有
無
な
ど
に
よ
り
、
順

位
が
入
れ
替
わ
り
ま
す
）

⑷
右
記
⑴
か
ら
⑶
以
外
の
戦
没
者

な
ど
の
三
親
等
以
内
の
甥
、
姪

な
ど
の
親
族
（
戦
没
者
の
死
亡

時
ま
で
引
き
続
き
１
年
以
上
の

生
計
関
係
を
有
し
て
い
た
方
に

限
り
ま
す
）

※
支
給
対
象
遺
族
は
、
戦
没
者
な

ど
の
死
亡
当
時
の
遺
族
（
生
ま

れ
て
い
た
こ
と
（
子
に
つ
い
て

は
胎
児
も
含
む
））が
要
件
で
す
。

請
求
期
限　

平
成
30
年
４
月
２
日

（
請
求
期
限
を
過
ぎ
る
と
受
給
す

る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
の

で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
）

請
求
に
必
要
な
書
類
（
①
〜
④
に

つ
い
て
は
窓
口
に
あ
り
ま
す
）

①
請
求
書

②
印
鑑
等
届
出
書

③
戦
没
者
な
ど
の
遺
族
の
現
況
等

に
つ
い
て
の
申
立
書

④
特
別
弔
慰
金
請
求
同
意
書
（
同

順
位
者
が
い
る
場
合
）

⑤
請
求
者
の
戸
籍
抄
本
（
平
成
27

年
４
月
１
日
の
状
況
が
分
か
る

も
の
）

　

な
お
、
右
記
の
ほ
か
に
書
類
が

必
要
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

問
い
合
わ
せ
先

福
祉
課
厚
生
保
護
係

☎
22
２
１
１
１
（
内
線
２
７
６
）

場所 期間 時間
市民会館
47 号会議室
（１階）

７月21日㈫～
８月７日㈮

午前９時～
午後５時

福祉課 ８月10日㈪～
11月30日㈪

午前８時30分～
午後５時15分

豊田支所
地域振興課

７月21日㈫～
11月30日㈪

午前８時30分～
午後５時15分

　

対
象
者
一
人
当
た
り
の
支
給
額

は
次
の
と
お
り
で
す
。

○
臨
時
福
祉
給
付
金　

６
千
円

（
平
成
27
年
度
は
加
算
措
置
は

あ
り
ま
せ
ん
。）

○
臨
時
福
祉
商
品
券　

４
千
円

支
給
対
象
者

支
給
額

　

平
成
27
年
１
月
１
日
現
在
の
住

所
地
（
住
民
登
録
地
）
の
市
区
町

村
申
請
先

　

７
月
21
日
㈫
〜
11
月
30
日
㈪

（
受
付
場
所
は
左
表
の
と
お
り
）

※
各
市
町
村
で
受
付
期
間
は
異
な

り
ま
す
。
ま
た
、
期
間
内
に
申

請
が
な
い
場
合
は
、
受
給
を
辞

退
し
た
と
み
な
し
ま
す
。

申
請
期
間

　

支
給
対
象
と
思
わ
れ
る
方
に

は
、
7
月
中
旬
に
給
付
金
お
よ
び

商
品
券
の
申
請
書
を
送
付
し
ま

す
。

　

該
当
さ
れ
る
方
は
、
申
請
書
に

記
入
、
押
印
の
上
、
必
要
書
類
を

添
付
し
、
申
請
書
と
一
緒
に
送
付

す
る
返
信
用
封
筒
で
郵
送
す
る

か
、受
付
場
所
に
持
参
く
だ
さ
い
。

（
給
付
金
・
商
品
券
合
わ
せ
て
申

請
し
て
く
だ
さ
い
）

　

な
お
、
支
給
対
象
と
思
わ
れ
る

方
で
、
申
請
書
が
届
か
な
い
方
は

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

申
請
方
法

　

申
請
を
受
け
た
後
、
平
成
26
年

中
の
所
得
な
ど
受
給
資
格
に
つ
い

て
審
査
の
上
、
支
給
（
不
支
給
）

決
定
し
ま
す
。
な
お
、
臨
時
福
祉

給
付
金
は
10
月
か
ら
支
給
（
振
り

込
み
）
開
始
と
な
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

福
祉
課
厚
生
保
護
係

☎
22
２
１
１
１
（
内
線
２
７
６
・

２
５
５
）

支
給
（
不
支
給
）
決
定

※いずれの会場も土・日・祝日を除く


